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建設水道常任委員会 

 

平成２７年１１月１８日午前９時から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎宮﨑 和彦    ○木澤 正男     小林  誠 

     中川 靖広     小村 尚己     井上 卓也 

     中 西 議 長 

 

２．理事者出席者 

副 町 長  池田     総 務 部 長  植村 俊彦    

都市建設部長  藤川 岳志    建 設 課 長  本庄 德光    

同 課 長 補 佐         岡村 智生    観光産業課長  井上 貴至    

同 課 長 補 佐         手塚  仁    都市整備課長         松岡 洋右    

同 課 長 補 佐         井戸西 豊    課 長 補 佐  関口  修    

上下水道部長         谷口 裕司    上水道課長補佐  扇田 一弘    

上水道課長補佐  猪川 恭弘    下 水 道 課 長  上田 俊雄    

同 課 長 補 佐  上埜 幸弘    

     

３．会議の書記 

    議会事務局長         寺田 良信    同  係  長         大塚 美季 

 

４．審査事項 

    別紙のとおり 
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課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会（午前９時） 

署名委員 小林委員、中川委員 

 

おはようございます。 

ただいまから、建設水道常任委員会を開会したいと思います。 

全委員出席されておりますので、それでは初めに、副町長の挨拶をお

受けいたします。 池田副町長。 

 

  （ 副町長挨拶 ） 

 

それでは最初に、本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。 

署名委員に、小林委員、中川委員のお２人を指名いたします。お２人

には、どうぞよろしくお願いいたします。 

本日予定しております審査案件は、お手元に配布しておりますとおり

であります。 

初めに、１．継続審査、（１）都市基盤整備事業に関することについ

て、①都市計画道路の整備促進に関することについて、理事者の報告を

求めます。 松岡都市整備課長。 

 

それでは、①都市計画道路の整備促進に関することにつきまして、報

告をさせていただきます。 

初めに、いかるがパークウェイの整備についてでありますが、今年度

は、三室交差点单東側の中古車販売店及び民間駐車場についての用地取

得に取り組んでおり、現在、権利関係者との交渉が継続されているとこ

ろでございます。 

なお、沿道地域への対応といたしましては、１２月５日には三室地区

自治会への計画説明会が予定されているところでございます。 

また、次年度以降の予算確保と三室・紅葉ヶ丘区間の早期供用、五百

井・興留区間の事業着手についての要望活動をあわせて行ってございま

して、先月から今月にかけ、町長から、国土交通省及び近畿地方整備局
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都市整備

課長 

 

 

委員長 

 

 

各関係役職の皆さま、奈良国道事務所長並びに奈良県知事に対しまして、

予算確保と事業進捗について要望をいたしております。 

さらに、いかるがパークウェイの整備効果を相乗的に高めるものとい

たしまして、現道国道２５号三室交差点から王寺町本町１丁目交差点ま

での１．２キロメートルの区間の改良につきましても、王寺町、三郷町

との三町合同により要望活動を行っております。本日は、町長が国土交

通省を訪問いたしまして、要望書を提出することといたしてございます。 

次に、法隆寺線整備事業でございますが、歩道照明の設置と中央公民

館駐輪場の復旧を行うことといたしまして、１０月３０日に入札を行い

ました。工期といたしましては、１１月４日から翌年２月２９日までの

１１８日間を設定しております。 

以上で、①都市計画道路の整備促進に関することについてのご説明と

させていただきます。以上でございます。 

 

報告が終わりましたので、質疑等があればお受けいたします。 

ございませんか。よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

次に、②ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業に関することについて、理事者の

報告を求めます。 松岡都市整備課長。 

 

②ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業に関することにつきまして、前回の委員

会以降、特にご報告させていただく事項はございません。以上でござい

ます。 

 

報告が終わりましたので、質疑等があればお受けいたします。 

よろしいですか。 
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（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

継続審査については、一定の審査を行ったということで終わっておき

ます。 

次に、２番として、各課報告事項について、（１）一般国道２５号斑

鳩町歩道設置事業について、理事者の報告を求めます。 

松岡都市整備課長。 

 

それでは、各課報告事項（１）一般国道２５号斑鳩町歩道設置事業に

ついて、報告をさせていただきます。 

法隆寺地区の町営法隆寺観光自動車駐車場から法隆寺東交差点までの

間の歩道設置についてでございます。当該区間において整備される歩道

につきましては、路線北側及び单側ともに４メートルの幅員を基本とい

たしまして、現況及び隣接地の状況に合わせて整備されるというところ

でございます。今月末から準備、月を変わりまして１２月から現地工事

に着手されるとのことでございまして、予定工期は３月３０日までとな

っております。今後、事業予定地内の物件の移転時期との調整を図られ

ながら工事が進められるとのことでございます。 

以上で、一般国道２５号斑鳩町歩道設置事業についての報告とさせて

いただきます。以上でございます。 

 

報告が終わりましたので、何か質疑、ご意見等があればお受けいたし

ます。 中川委員。 

 

角の飲食店さんはもう控えてくれてはりますし、その東側はテナント

でもう建物ないけど、その東側のおうちありますよね、居宅、それ、そ

れならもう解体されるいうことで、もう了承してもらっているいうこと

でいいんですか。 
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都市整備

課長 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

下水道課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用地のご提供いただけるということで、ご契約は調印できております。 

 

ほか、ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは次に、（２）番として、公共下水道事業に関することについ

て、理事者の報告を求めます。 上田下水道課長。 

 

それでは、公共下水道事業に関することについて、公共下水道事業の

整備及び接続の進捗状況を報告させていただきます。 

最初に、平成２７年度１０月末現在の公共下水道工事の状況でござい

ます。資料１をごらんください。 

前回の報告から新たに４路線の工事を発注いたしております。神单５

丁目地内、８工区－１工事、図中薄紫色路線及び稲葉西１丁目地内、６

工区－１工事、図中黄緑色路線、興留８丁目地内、１０工区－４工事、

図中水色路線、高安西１丁目地内、１３工区－４工事、図中オレンジ色

路線につきまして、１０月に工事の発注を行い、現在、施工計画協議や

家屋事前調査等を進めているところでございます。 

次に、６月定例会におきまして契約の議決をいただきました２路線で

ございます。龍田西５丁目地内、７工区－１工事、図中青色路線では、

国道２５号線歩道部におきまして推進工事を進めております。また、稲

葉西２丁目地内、５工区－４工事、図中赤色路線では、開削工事により

下水道管の埋設工事を順次進めているところでございます。 

次に、龍田西２丁目地内、３工区－２工事、図中紫色路線でございま

す。当該工事につきましては、工事に大きな変化がありましたので、現

在の状況を説明させていただきます。チサンマンション二番館北側の路

線におきまして、当初の計画で塩ビ管による推進工事を進めておりまし

たところ、途中、支障物により推進管が進まなくなりましたことから、

その部分を道路上から掘削し、支障物を確認いたしましたところ、直径
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４、５０センチくらいの石が支障となっておりました。その石を撤去し、

再度進めましたが、１メートルほど先でまた石に当たり止まったことか

ら、石がところどころに点在していると判断し、施工業者とも協議を行

う中で、塩ビ管推進工法から、石やレキ質土に対応できるコンクリート

管を使用した推進工法に変更し、進めております。 

このことから、推進工法区間の工事費用が増額となりますので、本年

度施工を予定していた施工延長約２７０メートルの完成に向けて、工事

請負金額の変更を予定しており、その請負金額が５，０００万円を超え

ますことから、１２月議会に工事請負契約の議案を上程し、当初予定延

長の完成に向けて進めてまいりたいと考えております。よろしくお願い

申しあげます。 

次に、興留８丁目地内、１０工区－３工事、図中黄色路線では、下水

道管の埋設及び公共ますの設置が完了し、今後、道路の舗装本復旧作業

を進めてまいります。また、法隆寺单２丁目地内、１４工区－１工事、

図中桃色路線及び高安西１丁目地内、１３工区－３工事、図中緑色路線

では、下水道管の埋設工事を順次進めていることころでございます。 

以上より、平成２７年度に予定しておりました路線を全て発注し終わ

りました。いずれの工事も平成２８年３月末の完成に向けて進めてまい

ります。 

続きまして、公共下水道接続申請状況でございます。資料の２枚目を

ごらんください。平成２７年１０月末現在の状況でございます。平成２

７年度に入り、１５７件の申請をいただき、申請総数が３，２３９件、

利用世帯総数が３，６９４世帯となりました。接続率は、６７％でござ

います。 

次に、融資あっせん利用数につきましては、申請を３件受け付け、総

数４６件でございます。浄化槽雨水貯留施設への転用申請につきまして

は、申請総数は４２件でございます。 

今後も、公共下水道の整備拡大を図るとともに利用促進に努めてまい

りたいと考えております。 

以上で、公共下水道事業に関することについてのご報告とさせていた
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中川委員 

 

だきます。 

 

報告が終わりましたので、何か質疑、ご意見があればお受けいたしま

す。 

よろしいですか。 

 

  （ な  し ） 

 

ほかに理事者側から報告しておくことはございませんか。 

植村総務部長。 

 

私のほうから、町営高塚団地跡地におけます地域交流館建設の計画に

ついて、報告申しあげます。 

平成２５年１２月に、龍田第一地区自治会連合会から当該地への地域

交流館建設の要望が提出された以降、建設課におきまして、顧問弁護士

と相談をいたしながら、残る一軒の入居者の方と町営住宅の明け渡しに

ついて協議を行ってまいりました。しかし、顧問弁護士からも、入居者

の生活権の問題もあり、明け渡しに関する協議が整うには、いまだ相当

期間を要すると判断されたところでございます。このことから、地域の

代表者に事情を説明をいたしまして、他の候補地を探していただくとい

うことでご了承をいただいているところでございます。 

 今後、新たな候補地で要望書が提出されましたら、議会ともご相談さ

せていただきながら対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解

のほど、よろしくお願い申しあげます。以上でございます。 

 

報告が終わりましたので、何か質疑、ご意見があればお受けいたしま

すけど。 中川委員。 

 

その件はそれでいいんですけど、生活権っていう権利が発生するいう

ことであれば、今の高塚団地にしろ、興留団地ですかね、にしろ、入居
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者が出ていくって言わない限り永遠に残るいうことで認識しておいたら

ええのかな。 

 

本庄建設課長。 

 

今、委員おっしゃっていただいておりますように、町のほうといたし

ましては、従前から、耐震性の問題もございますので、他の町営住宅へ

の移転等々で話はさせていただいておりますけども、やはり住み慣れた

ところで住みたいというご意向もある中で、おっしゃっていただいてい

ますようになかなかこう、思いどおりにというか、移転のほうは進まな

いということで、町のほうとしては、粘り強くというか、引き続いて協

議をしていきたいなと、このように考えております。 

 

ほか、ございませんか。   

 

（ な  し ） 

 

なければ、次に、ありますかね、報告事項。 本庄建設課長。 

 

それでは、各課報告事項といたしまして、建設課のほうより、県事業、

奈良県の事業の状況等について、ご報告をさせていただきます。 

まず、三代川河川改修の関係でございます。前回、９月の当委員会で

ご質問をいただきまして、その際には、ＪＲ法隆寺駅の踏切の单側の地

籍混乱地の整理につきまして、ＪＲや法務局との調整が整いましたこと

から、改めて事業を進めていくということでご説明をさせていただいた

ところでございます。その後、１０月に入りましてから、郡山土木事務

所におきまして、町も同行しながら地権者等各関係者の方をご訪問させ

ていただきまして、事業が中断していたことのご説明及びお詫び、また、

地籍混乱地に係る地図訂正あるいは筆界確定に係る関係書類への署名・

押印等のお願いをされまして、一部の方には、既に書類への署名・押印
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もいただいている状況でございます。また、その中で、今後の事業の予

定についても県のほうから説明をされまして、まずは、地図訂正等の手

続きを進め、来年度以降におきまして、建物調査の費用や用地取得費用

等の予算も確保しながら事業を進めてまいりたいと、このようなことで

ございます。 

次に、県道天理斑鳩線の整備についてでございます。天理斑鳩線道路

改良工事につきましては、今年度、２工区に分けて工事が実施される予

定となっております。１つ目の工区といたしましては、川本医院の東側

あたりから阿波神社前の町道３２０号線との交差点までの区間での縁石

の設置あるいは舗装の工事等で、契約相手方は大和郡山市の赤城工業株

式会社、工期は１０月１５日から平成２８年１月２９日までとなってお

ります。また、２つ目の工区といたしましては、東洋シールまでの、そ

の東側の、先ほど申しあげました工区の東側の区間の工事等でございま

して、あす１１月１９日に当該工事に係る開札の予定となっております。

工事期間は、予定として１１月２６日から平成２８年４月２８日までと

なっております。 

これまで進めてこられました県道天理斑鳩線の今回の整備区間につき

ましては、この２本の工事をもって完了となるところでございます。 

次に、富雄川河川改修についてでございます。こちらにつきましては、

西安堵井堰付近での２本の工事が予定されております。１つ目は、富雄

川西安堵井堰取付擁壁工事といたしまして、右岸側の護岸工事等で、工

期は１０月２２日から平成２８年６月３０日まで、契約相手方は大淀町

の株式会社森下組でございます。２つ目の工事は、富雄川西安堵井堰取

水整備工事として取水枡の築造工事等で、工期は１０月２８日から平成

２８年４月２８日まで、契約相手方は大和郡山市の株式会社ヒラカワと

なっております。 

また、富雄川につきましては、平成１２年の溢水以降、その対策への

地元からの強い要望等もある中で、今年度から、高安地区において暫定

的な改修に着手いただけることとなりました。暫定改修の内容といたし

ましては、高安地区の茶の前井堰付近の河川断面の狭窄部分において、
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木澤委員 

 

 

 

 

両側の護岸に矢板を設置し、護岸を一部掘削するというものでございま

す。今年度は矢板の設置工事、来年度に掘削工事を行う予定とのことで

ございまして、現在、今年度の予定工事の入札の手続き中であるという

ことでございます。 

以上、県事業の状況等に関する報告とさせていただきます。よろしく

お願いを申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑・ご意見あればお受けいたします。 

よろしいですか。 木澤委員。 

 

三代川の改修なんですけども、前回から続いてこの状況については報

告いただきましたけども、エリアをもうちょっと詳細に報告していただ

けますか。今、どこまでで交渉入っていて、計画的にはどういう形で進

めていくのかなっていうところがもうちょっと知りたいんですけども。 

 

今現在進めております、地籍混乱地を含めた整理でございますけども、

ＪＲの法隆寺駅踏切付近の線路から单側で、单側の端におきましては、

既に用地買収が終わっている部分の北側までいうことになっておりまし

て、まずはその部分について、法務局あるいはＪＲとの調整が済みまし

たので、まずは地籍混乱地の整理をさせていただきまして、今後、分筆

等の、要は用地買収の準備がそれで整ったというところになりますので、

買収あるいは、建物もございますので、その辺の移転のほうの協議のほ

うも、地権者の方あるいは建物所有者の方と入っていきたいと、このよ

うな予定で県のほうは考えているところでございます。 

 

以前から、駅、踏切で、以前は单側の詳細計画をつくるということで

聞いていまして、それも含めて、今、線路付近ということで、そういう

ふうに進めていっていただいていると思うんですけども、そこから单側

ですね、については、もうそういう整理は終わっているっていうことで

理解したらいいんですかね。 



 - 11 - 

 

建設課長 

 

 

 

 

木澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

観光産業

課長 

 

 

 

 

 

一部、用地買収がまだ済んでいないところもございます。今、地籍混

乱地として整理させていただいているのはその部分でございまして、引

き続き、その单側のまだ契約が済んでいないところに関しても、今後、

当然平行して進めていただけると、このように考えております。 

 

最終的には、駅の北側からずっと上に上がっていってっていうところ

まで整理しないと、新たに、大幅改修っていうんですかね、県がもとも

と想定していたような改修っていうふうにはなっていかないと思うんで

すけども、住民の皆さんからも進捗状況っていうのはやっぱりよく聞か

れまして、今どういう段階なのかっていうのはね、なかなかわかりにく

いものですから、どういうところが残っていて、どういう、年次計画っ

て難しいですけども、用地交渉がありますのでね、そういうところも明

らかにできるようであればね、県のほうとも協議しながら、わかりやす

い形で計画をね、ぜひ立てていっていただきたいなと。なかなか、順次、

その場所、場所でしか進めていけないっていう事情はわかりますけども、

その辺のところもお願いしておきたいと思います 

 

ほか、ございませんか。よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは次に、報告事項。 井上観光産業課長。 

 

観光産業課のほうから、３点ほど報告させていただきたいと思います。 

まず、１点目でございますけれども、斑鳩町商工会のアンテナショッ

プ事業について、報告させていただきます。今般、斑鳩町商工会がアン

テナショップを開設されます。場所は、法隆寺北口の、元奈良祥楽さん

のあったところでございまして、アンテナショップの名称はＦＩＶＥ Ｐ

ＡＧＯＤＡということでございます。このアンテナショップにつきまし
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ては、商工会が、全国商工会連合会の補助による共同販売拠点（アンテ

ナショップ）による地域産品等の販路開拓支援事業を活用し、空きテナ

ントをリノベーションして、町の玄関口に賑わいをもたらせ、観光情報

の発信拠点とするべく整備をされるというものであります。オープンは

１１月の２７日金曜日午前１１時として、同時刻からオープニングセレ

モニーがとり行われることとなっております。中西議長様におかれまし

ては、ご案内が届いていると思いますが、どうぞよろしくお願い申しあ

げます。 

続きまして、万代法隆寺店改装工事に伴う休業期間について、ご報告

をさせていただきます。万代法隆寺店は、店舗の改装工事に伴いまして、

平成２８年１月の１４日木曜日から３月３日木曜日までの間、休業され、

３月４日金曜日からリニューアルオープンされると聞いております。休

業期間中は、工事期間の短縮を図るため、休日も工事を行うということ

であります。なお、休業に当たり、１２月上旬には店舗にお知らせポス

ターを掲示し、周知されていくということであります。以上が、万代法

隆寺店改装工事に伴う休業期間についての報告ということでございま

す。 

続きまして、３点目でございますけれども、ＪＲ法隆寺駅におけるセ

ブンイレブン・ハートインの開業についてのご報告をさせていただきま

す。法隆寺駅单口において以前営業されておりましたコンビニエンスス

トア、ハートインにつきましては、現在、建物の改装工事が実施されて

おりまして、本年１２月２日水曜日に、名称をセブンイレブン・ハート

インＪＲ法隆寺駅单口店として開業されると聞いております。なお、営

業時間につきましては、午前６時３０分から午後１１時ということで確

認しております。また、法隆寺駅の改札口の北側にございます売店、キ

ヨスクにつきましても、セブンイレブンキヨスクとして名称が変更され、

こちらにつきましても、１月下旬ごろから改装工事が行われまして、２

月下旬に再オープンの予定で進められているということを聞いておりま

す。以上が、ＪＲ法隆寺駅におけるセブンイレブン・ハートインの開業

についてのご報告とさせていただきます。 
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委員長 

 

 

木澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

観光産業

課長 

 

 

 

 

木澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

観光産業

課長 

 

以上でございます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があればお受けいたします。 

ございませんか。 木澤委員。 

 

 万代の工事につきましては、以前も一般質問、小林委員もされていま

したけども、やっぱり工事閉鎖期間中、車のない方等については、買い

物するところがなくなってしまうという声も住民さんから聞いていまし

て、町のほうも、それに対して、万代の本社のほうですかね、に、仮店

舗の設置等の要望もされてきたかなというふうに思うんですけども、こ

の辺の対応については、万代のほうは、結局その後どんなふうに言うて

はるんでしょうかね。 

 

 今、委員おっしゃっていただきましたように、仮店舗の設置について

も検討できないかということで、町のほうから要望させていただいたと

ころなんですけれども、やはり生鮮食料品等々扱うところから、衛生面

の関係等ございまして、なかなか仮店舗を設置するということは難しい

というような回答をいただいているところでございます 

 

先ほど、工事の周知については、店舗にポスターっていうのかね、周

知のやつを張るというふうにおっしゃいましたけども、そうした工事中

の対応も含めて、やっぱり近隣の自治会等ですね、説明会等していただ

いて、そうした、近所っていうんですか、あそこを利用していただいて

いる方の声も聞いた上で対応していただきたいなというのが、そういう

声も聞いているんですけどね、そういうところについては、万代のほう

と何か交渉ってされているんでしょうか。 

 

近隣への対応につきましては、いわゆる店舗の周辺の方につきまして

は、工事案内ということで周知をさせてもらう中で、その辺の休業期間

の関係もあわせて周知をするということで聞いております。 
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木澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光産業

課長 

 

木澤委員 

 

 

 

 

私、向かいのマンションのほうにはね、工事の期間とかの案内をされ

ているっていうのは聞いたんですけども、それ以外のところはね、そう

いう説明があったとかいう話は聞いていないんです。やっぱり、やりま

すよっていうことの周知だけじゃなしに、近所の皆さんの声もぜひ聞い

てほしいなというふうに思いますのでね、その辺については、こちらの

ほうとしても地元からも申し入れしようかなとは思いますけども、町の

ほうとしてもですね、やっぱり工事期間の対応については、仮店舗が設

置できていなくても、何らかの方法がないのかということもね、引き続

き模索していただいて、やっぱり住民の、特に近隣ですね、の方の理解

も得られるような形で進めてほしいということで、再度、万代のほうに

はそういう声をあげていただきたいなというふうに思いますので、お願

いしておきます。 

それと、セブンイレブンですね、開設されますけども、非常に、以前

と同じような形でされるんでしたら、店舗面積についても狭かったので、

あれが１つできることで、まだちょっとお買い物についても、ましって

言うたら何か変かもしれませんけどね、対応できるような形になるのか

なとはちょっと思っているんですけども、これについては、どういうも

のを置かれるとかいうのはね、コンビニですからほかのコンビニと同じ

ようなものが置いているのかなと思うんですけども、細かいところは聞

いていないでしょうけども、知っている範囲で、町が何かつかんでおら

れるようでしたらお聞きしたいなと思うんですけども。 

 

店舗内にどのようなものが置かれるのかというと、本当に、今、委員

おっしゃっていただいたように、細部については確認しておりません。 

 

わかりました。 

営業時間はね、６時から２３時ということで、以前よりは長くなると

いうふうには聞いていますので、万代が閉店している間もね、住民さん

にとって生活していくのに尐しでもプラスになるような形になればなと
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中川委員 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

建設課長 

 

 

 

 

いうふうに思っていますけども、やっぱりあの近隣の人、特に駅前のま

ねき屋さんが閉店されましたので、万代を中心に生活されている方も多

いですから、特に車のない方はね、買い物に行ける範囲も限られてしま

いますので、そういうところについては、引き続き町のほうとしても注

視をしていただいて、万代に住民さんからの声をね、しっかりあげてい

っていただきたいなというふうに思いますので、再度お願いしておきた

いと思います。 

 

ほか、ございませんか。よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは、以上で各課報告事項についても終わらせていただきます。 

それでは、続きまして、３番目としてその他について、各委員から何

かありましたらお受けいたします。 中川委員。 

 

前回の委員会で、三代川踏切から单行った、あつみビルの駐車場を不

法占用しているのではないかという意見があって、当委員会としてはそ

のまま終わっていますよね。各委員に課長のほうから何や説明に回って

いただいていましたけどね、当委員会としても、この議事録という問題

もありますし、実情の説明をしていただいたほうがお互いのためにいい

のではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

本庄建設課長。 

 

前回の９月の委員会でご質問いただきました、あつみビルにかかって

いる床板の関係でございます。その関係につきましては、その後、郡山

土木事務所のほうに確認をいたしまして、当該床板につきましては、三

代川の河川占用の手続きはされているということで確認をさせていただ

いているところでございます。 
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木澤委員 
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委員長 

 

 

都市整備

課長 

 

委員長 

 

 

ほか、その他でございませんか。 木澤委員。 

 

前回もちょっと、報告ですかね、触れておられたかと思いますけども、

駅の北口に建つマンションですね、あそこ、前通りますと、３月から工

事に入りますという看板掲げてはるんですけども、近所の方やと思うん

ですけども、特にそういった説明も、事前の説明もないんやっていうこ

とで、どういうことですか、みたいなね、お電話いただいて、工事に入

るんでしたら、やっぱり近隣への説明等については十分業者のほうにや

っていただきたいというふうに思っているんですけども、その辺のとこ

ろは町のほうとして何かつかんでおられないでしょうかね。 

 

松岡都市整備課長。 

 

開発に関係します手続きの中でですね、地元への協議というようなこ

とはお話をさせていただいておりまして、地元自治会長とのお話をされ

る中で、計画説明会等のご希望があれば開催をしていただきたいという

ような形では町からは申しあげておるところでございます。そこは地域

の実情に応じた形でご対応いただけるような形での指導とさせていただ

いております。中には、１月、２月ごろに説明会を開催されるといった

ところも聞いてございます。以上でございます。 

 

今の、ちょっと私も聞きたいんですけど、それは、説明会っていうの

は義務なんですかね、それとも向こうの任意で行うものなんですかね。 

 

特に形は限定してございません。説明会であったり、個別の訪問でご

ざいましたり、いずれの形でも結構だとは考えてございます。 

 

ほか、ございませんか。 中川委員。 
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中川委員 

 

 

都市整備

課長 

 

委員長 

 

 

 

都市整備

課長 

 

委員長 

 

 

木澤委員 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

形はどうでもええねんけど、それ、義務か言うてはるねんけど、義務、

決まりなんか、してもしやんでもええのか、どっちやの。 

 

説明会は、義務ではございませんが、ご理解いただくという形では必

要だというふうに考えております。 

 

考えているのは、町のほうで考えているということ、それとも、その

住民さんにやっぱり何らかの形で説明をしなくてはいけないっていうふ

うになっているのかな。 

 

住民の方への説明をしていただいて、ご理解を得てくださいというよ

うな形で指導をさせていただいております。 

 

わかりました。 

ほか、ございませんか。 木澤委員。 

 

開発指導要領で定めているからっていうふうに思うんですけども、前、

いろいろ、チサンマンションの関係で問題があって、項目について廃止

をして、新たにまた整理をしたっていうふうになっていると思うんです

けども、今、開発指導要領については、マンション建設等の合意につい

て、そこでどう位置づけられているかっていうのを確認するほうが早い

かなというふうに思うんですけども。 

 

暫時休憩します。 

 

（ 午前９時３３分 休憩 ） 

（ 午前９時３５分 再開 ） 

 

それでは、再開いたします。 

松岡都市整備課長。 
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委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

副町長 

 

委員長 

 

斑鳩町開発指導要綱の中でございますけれども、住民説明会及び利害

関係者との協議というような項目を定めておりまして、住民に対しまし

て説明会等を開催し、その意見を聞かなければならないという規定がご

ざいます。また、これによりまして、周辺利害関係者及び地元自治会等

と誠意をもって協議し、必要な事項について合意形成を図るものとする

といった規定をしているところでございまして、これによりまして指導

をさせていただいております。以上です。 

 

ほか、ございませんか、その他として。ありませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、その他についてもこれをもって終わります。 

以上をもちまして、本日の審査案件については全て終了いたしました。 

なお、本日の委員会報告のまとめについては正副委員長にご一任いた

だきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

ありがとうございます。 

それでは、閉会に当たり、副町長の挨拶をお受けいたします。 

池田副町長。 

 

  （ 副町長挨拶 ） 

 

これをもって、建設水道常任委員会を閉会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

（午前９時３７分 閉会） 

 


